
様式４

都市再生整備計画　フォローアップ報告書

山形市中心市街地地区（第３期）

令和４年５月

山形県山形市



１．数値目標の達成状況の確認（確定値）

様式4－①　都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

単位 評価値 目標達成度 理由 改善策の方向性

確定 あり

見込み ● なし ●

確定 あり ●

見込み ● なし

確定 あり

見込み なし

確定 あり

見込み なし

確定 あり

見込み なし

※全ての指標について記入

様式4－②　その他の数値指標の確定

単位 評価値 達成度 理由 改善策の方向性

確定 ●

見込み

確定 ●

見込み

確定

見込み

※全ての指標について記入

6,076,068 H　　年　月

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

※フォローアップの必要のある指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

H　　年　月

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ時
点での達成

度

確定値が評価値と比較して大きな差異があ
る場合や改善が見られない場合等

その他の
数値指標２

バス利用者数
人／年

度
5,801,036

その他の
数値指標３

総合所見

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

H　　年　月

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟに
よる確定値

計測時期

指標３

その他の
数値指標１

歩行者・自転車通行
量

人／日 27,609

指　標 従前値

事後評価

見込み・確定の別

28,996

H　　年　月指標５

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

道路、公園等の整備、中心市街地
での高層マンション等の建設によ
り、地域の魅力が向上し、地価が
上昇した。

H　　年　月

132,675

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

■　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

指標４

指標２ 区域内地価公示価格 円／㎡ 129,000 133,067

総合所見

目標値は達成できなかったが、ウィ
ズコロナ・アフターコロナの賑わい
創出に向けたまちづくりを進めるこ
とで、街なか観光客の回復・増加を
目指す。

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

確定値が評価値と比較して大きな差異があ
る場合や改善が見られない場合等

減少傾向にあった
中、新型コロナウイ
ルス感染症の影
響、山形まなび館
が創造都市の拠点
施設整備の段階に
入り開催イベントが
減少したことによる
来場者の減少等に
より減少したため。

×

H　　年　月

事後評価 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ時
点での達成

度

○

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟに
よる確定値

509,244

計測時期

R4年4月

R3年9月

事後評価シート　様式２-1及び添付様式2-②から転記　※全ての指標について記入

指　標 従前値 目標値

指標１
街なか観光客の入込
数

人／年
度

962,700

1年以内の
達成見込み

130,300

1年以内の
達成見込み

○

799,779

見込み・確定
の別

1,041,400 ×

目標値

事後評価シート　様式２-1及び添付様式2-①から転記　※全ての指標について記入



２．今後のまちづくり方策の検証

様式4－③　「今後のまちづくり方策」の進捗状況

様式4－④　フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

事後評価シート　添付様式5－③から転記

・成果を持続させるために
行う方策

改善策

・まちづくりの目標を達成するた
めの改善策

・残された課題・新たな課題への
対応策

・その他　必要な改善策

事後評価シート　添付様式5－③に記載した
今後のまちづくり方策（事項）

都市基盤の整備・維持

公共交通利用者の利便性の確保

賑わいの創出

山形駅西口に新たなバス停を整備した。 山形駅東口に集中するバスターミナル機能分散に
より、新型コロナウイルス感染症対策として密状態
の改善、利便性の向上が図られた。

街なかを回遊する人、中心市街地の居住人口の
増加に寄与した。

追加が考えられる今後のまちづくり方策 実施にあたっての課題　その他特記事項

道路、公園等の整備、中心市街地での高層マンション等の建
設。

実施した結果

交通環境、歩行環境等の向上が図られた。道路事業の一部残区間を整備した。

実施した具体的な内容

次期計画において歴史・文化資源を活かした賑わいの創出を図
る。

今後の課題　その他特記事項

次期計画において都市基盤の整備・維持を図る。

次期計画において良好な交通環境の整備を図る。

具体的内容 実施時期



都市再生整備計画（精算報告）

山形市
や ま が た し

中心
ち ゅ う し ん

市街地
し が い ち

地区
ち く

（第
だ い

3期
き

）

山形
やまがた けん

県　山形
やまがた

市
し



都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 307.9 ha

平成 30 年度　～ 令和 2 年度 平成 30 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人／年度 Ｈ28 R3

円／㎡ Ｈ29 R3

都道府県名 山形県 山形
やまがた

市
し

山形市
や ま が た し

中心
ちゅうしん

市街地
し が い ち

地区
ち く

（第
だい

3期
き

）

計画期間 交付期間 2

ひとが活きるまち
目標１　山形の歴史・文化資源の発信と継承
目標２　賑わい拠点の創出

　山形県の県庁所在地である山形市は、山形盆地東南に位置し、宮城県との境界に位置する蔵王山系を源にする馬見ヶ崎川の扇状地を中心に東西31km、南北23km、市域面積381.58km2、人口約252000人の特例市である。江戸期には商業都市として発
展し、明治22年に市制施行、山形市となった。以後、戦前と昭和の大合併の2度の合併で現在の山形市となる。
　本市の中心市街地地区は、旧城下町の基盤のうえに発展しており、県都としての都市機能をもっているが、近年、中心的な機能である商業機能は、郊外への商業集積や仙台市への買物客の流出等の影響により足腰が弱ってきており、改善が求められ
てきていた。
　本市は戦災を受けなかったこともあり、中心市街地には山形五堰や寺社、料亭などの歴史的建造物や風景が残り、城下町の面影が見られるほか、町人文化の繁栄による地域の伝統が継承されているなど、元来魅力ある地域であるといえる。また、本市
は平成29年10月31日に、映画分野においてユネスコ創造都市ネットワークへの加盟認定を受けるなど、映像文化を育む環境は世界でも高い評価を受けている。今後はこれらの文化資源を中心とした既存資源を活かし、発信するとともに、後世への継承や
更なる観光振興及び商業活性化に結びつけていくことが必要とされている。
　本市では、平成17年度から中心市街地地区において、主に歴史・文化資産を生かした都市構造再編や交流人口の増加、市街地居住者・高齢者や障害者に配慮したやさしいまちづくりを目標に第1期の都市再生整備計画事業を進め、平成22年度からは
主に賑わい拠点の創出、街なか居住の推進、街なか観光交流人口の増加を目標に第2期の都市再生整備計画事業を進めてきたところである。
　また、H20年11月及び平成26年10月に国の認定を受けた「中心市街地活性化基本計画」に基づき、「『街なか回遊』・『街なか居住』・『イベント』による賑わいの創出」、「特色ある商業の振興」及び「山形の歴史・文化資源を活かした街なか観光の推進」など
を戦略的に展開している。
　本市周辺のインフラ整備状況の大きな変化として、平成30年度中に東北中央自動車道南陽高畠インターチェンジ・山形上山インターチェンジ間が開通予定であり、福島市と山形市が高速自動車国道により直通することとなる。それに伴い、中長距離バス
等による多方面からのアクセス増加をはじめ、全国的な傾向である訪日外国人旅行客の増加等も相まって、今後交流人口の更なる増加が見込まれているところである。
　さらに、本市は平成31年4月に中核市に移行予定であり、景観法第7条に基づく景観行政団体に位置づけられることから、新たな景観計画を策定し、観光地や歴史又は文化性の高い区域を新たな重点地区候補とするなどの検討を行っている。

■第1期及び第2期都市再生整備計画により達成されたこと
・霞城公園内の整備により、山形城跡の復元された石垣・大手橋等に対するアクセス性や景観性が向上した。また、観桜会等の各種イベント時の利用スペース増加や日常公園利用者の利便性・快適性が向上した。
・第一小学校旧校舎保存活用事業により、旧校舎の耐震工事等が行われ、建物の安全性が向上した。また、活用方策についても検討が行われ、中心市街地の新名所としての活用が期待される状況となっている。
・幹線道路の整備改善・暫定交差点改良及び一部の供用開始を行ったことにより、交通環境の利便性が向上し、車両がスムーズに通行できるようになった。また、歩行空間の整備や消雪歩道化により、冬季でも歩行者に優しい安全性の高い歩行空間が確
保された。
・駅から学校までバリアフリー化がなされ安全性が確保されことにより、肢体不自由生徒が健常者と同じ学校生活を送ることができるようになった。また、公共施設のバリアフリー化により、利用者の利便性が向上した。
・防災公園の機能を持った十日町地区公園が整備され、通常時の憩いの場としてだけでなく、災害時の避難場所としての機能が確保された。
・「山形まるごと館　紅の蔵運営事業」「山形まなび館運営事業」「レンタサイクルの基地づくり事業」等により、来街者の増加や、観光客の街なかの周遊性向上へと繋がった。
・中心市街地において、商店街等によるイベント開催などの活動が活発になった。
■これからの課題
・ユネスコ創造都市ネットワークへの加盟認定を受け、本市の「映画の都市」としての顔を中心とした本市の多彩な文化資源を活かし、今後の交流人口の増加を見据えた特色あるまちづくりが必要である。
・高速道路の整備に伴い予測される中心部へのアクセス増加に対応するため、区域内の幹線道路について早期完成が必要である。
・訪日外国人旅行客の増加等により、区域北東部の歴史・文化的建造物周辺及び中心市街地を回遊する観光客の増加が今後予測されるが、それに対応するため、歩道、園路等の整備が必要である。
・現在区域内で進行中の市街地再開発事業による賑わいの創出等の効果を活かし、更なる誘客力の強化及び住環境の向上に繋げるため、周辺も含めた中心市街地の一体的・効果的な整備が必要である。

　「山形市発展計画」では、平成２７年度から『世界に誇る健康・安心のまち「健康医療先進都市」の実現』を目標に掲げ、「定住人口・交流人口の拡大」「『健康』と『医療』を核とした施策の展開」「山形市特有の個性、魅力を活かしたまちづくりの推進」の３つ
の基本方針を策定している。その重点施策として、①産業の振興による雇用の創出、②新しい人の流れによるまちの賑わいづくり、③総合的な子育て環境の整備、④時代の変化に対応した都市・社会基盤の整備、⑤いきいきと年齢を重ねられるまちづく
り、⑥安心・安全なまちづくり、⑦山形の自然を活かした環境にやさしいまちづくり、⑧重点政策を推進するための共通政策の８つを位置づけている。
　「中心市街地活性化基本計画（認定計画）」においては、都市計画マスタープランで位置づけた中心市街地区域のうち、特に重点的に整備を進めるべきエリア（約128ha）について、①賑わい拠点の創出、②商業の魅力の向上、③街なか観光交流人口の
増加を図ることを目標に、「街なか回遊」・「街なか居住」・「イベント」による賑わいの創出、特色ある商業の振興及び山形の歴史・文化資源を活かした街なか観光の推進に関する様々な事業の展開を位置付けている。
　「山形市都市計画マスタープラン」では、中心市街地を含む区域を都市核と位置づけ、商業・業務機能、交流機能、文化・芸術機能や居住機能などの多様な都市機能を集積・維持し、より一層の充実を図ること等を方針としている。
　加えて中心市街地区域の北部及び東部に隣接する区域は、日本三大植木市の一つとされる薬師祭植木市が毎年催されるなど、中心市街地を補完する機能を有するとともに、寺社や料亭など山形の歴史・文化を象徴する建物が多数存在し、更には高等
学校や専門学校、大学が連なる文教区域でもある。以上のことから、本市の歴史・文化資源の外部への発信と、後の世代への継承を図るために欠かせない区域となっている。
　以上の区域に第3期整備計画を定め、山形の歴史・文化の発信・継承と中心市街地の活性化を目指す。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

街なか観光客の入込数
計画地区内における観光拠点施設への
入場者の延べ人数

市街地の賑わい推進及び当市の歴史・文化資源の外部への発信を推進するため、
計画地区内における観光拠点施設への入場者の入込延べ人数を計測する指標 962,700 1,041,400

区域内地価公示価格 計画地区内における地価変動(地価公示・県地価調査)
区域内の道路、公園等を整備し、関連事業等と相まって地区の魅力を向上させることによる
土地の付加価値の上昇を指標化するものとして、区域内の地価の上昇度合いを測定する指標 129,000 130,300



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業

○山形の歴史・文化資源の発信と継承
・寺社・料亭・学校が多数存在し、歴史・文化・文教エリアの色が濃い区域北部及び東部について、次代を担う若者が山形の歴史文化に触れながら通学で
きる環境を整えるとともに、歩行者・来園者が快適に歩行・回遊できる空間を整備し、中心市街地の補完機能として魅力ある空間を創出するため、都市計
画道路四日町日月山線ほか２路線及び薬師公園、馬畔公園、もみじ公園の整備を行う。
・歴史ある堰の景観を活かした街なみを整備するため、七日町第５ブロック南地区市街地再開発事業及び市道霞城公園東幹線御殿堰景観整備事業を行
う。
・歴史的建造物である第一小学校旧校舎(山形まなび館)を、ユネスコ創造都市ネットワークに加盟した山形市の、映画を中心とした創造都市の拠点的な施
設として整備するための検討を行い、本格的な事業実施に向けた施設整備を行う。

（基）都市計画道路四日町日月山線ほか２路線
（基）薬師公園
（基）馬畔公園
（基）もみじ公園
（基）市道霞城公園東幹線御殿堰景観整備事業
（関）第一小学校旧校舎利活用の検討
（関）創造都市拠点整備事業
（関）七日町第５ブロック南地区市街地再開発事業
（関）都市計画道路四日町日月山線（県事業）
（関）宮町堰空間整備事業（県事業）

○賑わい拠点の創出
・新たな景観計画に配慮しながら、中心市街地地区内の幹線道路である都市計画道路諏訪町七日町線等の整備を進める。
・高速道路の整備に伴う中心市街地へのアクセス増加への対応及び山形バスターミナル周辺の機能強化を図るため、都市計画道路十日町双葉町線等の
整備を進める。
・訪日外国人観光客の増加等を見据え、観光客が快適に歩行できる空間を整備するため、区域内の道路整備を進める。
・観光拠点を結ぶ動線上に存在する御殿堰を整備し、観光客が貴重な歴史的遺産であり景観の特徴となっている御殿堰の景観を楽しみながら回遊できる
空間を創出する。
・明治時代に東北各地を訪れ、当市の魅力を広く世界に広めたイギリス人女性旅行家イザベラ・バードの功績を讃えるとともに、来日１４０年を迎えたことを
記念した顕彰碑を設置することにより、観光資源として活用しインバウンドを含めた国内外からの誘客による観光の振興等を図る。
・都市機能の更新、魅力ある都市空間の整備と街なか居住による賑わいの創出・商業機能の強化等を図るため、七日町第５ブロック南地区市街地再開発
事業を行う。
・山形市中心市街地活性化基本計画に位置付けられた区域内の公園を、市街地の賑わい創出と利用者ニーズに対応した公園として再整備及び新設を行
う。
・中心市街地の空き店舗の解消を図り、街の魅力を向上させるため、空き店舗を活用して出店する者を支援する。
・街の賑わいを創出し、訪れた観光客をサポートするための施設である「山形まるごと館　紅の蔵」の運営を支援する。
・本市の誇るべき地場産業の紹介や、回遊性を持たせた街なか観光の展開とイベントによる賑わいを創出する施設である「山形まなび館」の運営を、上記
の再整備を行うまでの間、支援する。
・本市の歴史･文化・伝統工芸を発信し、市民や観光客の交流の場として、街なか観光を促進する拠点である「ｇｕｒａ」の運営を支援する。

（基）都市計画道路諏訪町七日町線
（基）都市計画道路十日町双葉町線
（基）都市計画道路旅篭町八日町線(本町工区)周辺道路整備
（基）市道霞城公園東幹線御殿堰景観整備事業
（提）イザベラ・バード顕彰碑建立支援事業
（関）都市計画道路旅篭町八日町線(市事業)
（関）都市計画道路旅篭町八日町線(県事業)
（関）都市計画道路東原村木沢線(県事業)
（関）七日町第５ブロック南地区市街地再開発事業
（関）中心市街地活性化広場公園整備事業
（関）山形市中心市街地新規出店者サポート事業
（関）「山形まるごと館　紅の蔵」運営事業
（関）山形まなび館運営事業
（関）旅篭町にぎわい拠点「ｇｕｒａ」運営事業

　　○既成市街地からの都市機能の拡散防止措置の有無
　
　　・市街地の環境の保全・土地利用の増進を図るため、市街化区域の大部分の区域について、建築物の高さを制限し、周辺地域の良好な居住環境を保全するとともに、街なか居住を推進していく。
　　・市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業について、事業対象地域を特に活性化を図るべき地域に限定することにより、民間開発事業を誘導し、商業施設や共同住宅の整備促進を図る。
　　（関）中心市街地活性化地域への「市街地再開発事業」及び「優良建築物等整備事業」の誘導

　　○計画管理

　　・事業進捗、数値目標達成状況等のモニタリングを行う。



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

山形市 直 L=329m,W=20m H25 R2 H30 R2 3,516.0 1,689.4 1,689.4 1,689.4

山形市 直 L=210m，W=18m H27 R2 H30 R2 1,220.0 577.0 577.0 577.0

山形市 直 L=163m,W=30m H29 R5 H30 R2 4,100.0 1,614.3 1,614.3 1,614.3

山形市 直 L=167m,W=6m H28 R2 H30 R2 141.0 30.2 30.2 30.2

山形市 直 78,837㎡ H31 R2 H31 R2 8.2 8.3 8.3 8.3

山形市 直 2,757㎡ H31 R2 H31 R2 26.8 26.8 26.8 26.8

山形市 直 6,391㎡ H31 R2 H31 R2 24.0 24.0 24.0 24.0

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設 山形市 直 L=100m H31 R2 R2 R2 34.3 33.0 33.0 33.0

高次都市施設

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 9,070.3 4,003.0 4,003.0 4,003.0 …A
提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

イザベラ・バード顕彰碑
建立実行委員会 間 － H31 H31 H31 H31 5.0 5.0 2.0 2.0

山形市 直 － R2 R2 R2 R2 3.0 2.0 2.0 2.0

合計 8.0 7.0 4.0 4.0 …B
合計(A+B) 4,007.0

交付対象事業費 4,007.0 交付限度額 1,602.8 国費率 0.4

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目 うち民負担分
四日町日月山線ほか２路線(六日町地内)

諏訪町七日町線(大龍寺工区)

薬師公園

十日町双葉町線(十日町工区)

旅篭町八日町線(本町工区)周辺道路整備

馬畔公園

もみじ公園

市道霞城公園東幹線御殿堰景観整備事業

住宅市街地
総合整備
事業

0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目 うち民負担分

地域創造
支援事業

イザベラ・バード顕彰碑建立支援事業 山形市七日町一丁目 3.0

3.0

事業効果分析 －

道路

公園

事業活用
調査

まちづくり活
動推進事業



（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

山形県 国土交通省 L=637.1m,W=20m ○ H15 H31 6,300.0

山形県 国土交通省 L=586.1m,W=30m ○ H22 R2 7,700.0

山形県 国土交通省 L=260m,W=30m ○ H29 R6 3,900.0

山形市 国土交通省 L=115.0m,W=30m ○ H29 R5 1,743.6

市街地再開発組合 国土交通省 約0.4ha ○ H28 R2 5,399.0

山形市 国土交通省 約3.2ha ○ H28 R７ 407.0

山形県 ○ -

山形市 - ○ H28 -
山形市、山形市中心
市街地整備推進機構 - ○ H21 -

山形市 - ○ H22 R2 -

山形市 - ○ H30 H30 4.5

山形市 - ○ H31 R3 154.8

民間事業者 - ○ H29 -

合計 25,608.9

規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

道路 四日町日月山線(県事業)

旅篭町八日町線(県事業)

東原村木沢線(県事業)

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名

山形市中心市街地新規出店者サポート事業 山形市中心市街地地区

「山形まるごと館　紅の蔵」運営事業 山形市十日町二丁目

旅篭町八日町線(市事業)

山形市七日町二丁目

中心市街地活性化広場公園整備事業 山形市中心市街地地区

旅篭町にぎわい拠点「ｇｕｒａ」運営事業 山形市旅篭町二丁目

七日町第５ブロック南地区市街地再開発事業

山形まなび館運営事業

第一小学校旧校舎利活用の検討

創造都市拠点整備事業

山形市本町一丁目

山形市本町一丁目

山形市本町一丁目

宮町堰空間整備事業 山形市薬師町二丁目


